
事　務　連　絡

令和８年６月１日

山口市矢原887番地6

社会福祉法人育慈会

めばえ保育園

園長　井上　守　様

〈各月ごとの年齢別の公定価格の額〉

【保育標準時間認定】

山口市保育幼稚園課長

令和７年度の公定価格の額について

　　貴施設における令和７年度の公定価格の額は、下表のとおりです。ついては、本内容
に基づき、各教育・保育給付認定保護者に対し、施設型給付費等の額に係る法定代理受領
の通知を行っていただきますようお願いします。
（※）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づく「特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準」（平成26年内閣府令第39号）第14条第１項（第
50条において準用する場合を含む。）の規定により、特定教育・保育施設等は、法定代理
受領により支給を受けた施設型給付費等の額について、教育・保育給付認定保護者へ通知
する必要があります。
　なお、通知方法については、必ずしも各教育・保育給付認定保護者に対して個別に通知
文を送付又は手交する必要はなく、園だより等を活用し、一括して通知する方法によるこ
とも可能です。

乳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳以上児

4月 224,130円 129,500円 129,500円 64,000円 48,930円

5月 224,130円 129,500円 129,500円 64,000円 48,930円

6月 223,970円 129,340円 129,340円 63,840円 48,770円

7月 223,880円 129,250円 129,250円 63,750円 48,680円

8月 223,740円 129,110円 129,110円 63,610円 48,540円

9月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

10月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

11月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

12月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

1月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

2月 223,700円 129,070円 129,070円 63,570円 48,500円

3月 229,560円 134,930円 134,930円 69,430円 54,360円



【保育短時間認定】

〒７５３－８６５０

山口市亀山町２番１号

山口市こども未来部保育幼稚園課

認定給付担当 池田 佐藤

電話：０８３－９３４－２７９８

FAX：０８３－９３４－２６４８

E-mail：hoiku@city.yamaguchi.lg.jp

（注）副食費徴収免除対象者については、上記の額に加え、副食費徴収免除加算の額（1号認定こども

については245円×各月の給食実施日数、2号認定こどもについては一月当たり4,900円）を合算するも

のとします。また、上記の額は月を通じて在籍した子どもに係る公定価格の額であり、月の途中に入

退所した子どもについては、在籍日数に応じた日割り計算を行うことにより算出します。

乳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳以上児

4月 219,830円 125,200円 125,200円 59,840円 44,740円

5月 219,830円 125,200円 125,200円 59,840円 44,740円

6月 219,670円 125,040円 125,040円 59,680円 44,580円

7月 219,580円 124,950円 124,950円 59,590円 44,490円

8月 219,440円 124,810円 124,810円 59,450円 44,350円

9月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

10月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

11月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

12月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

1月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

2月 219,400円 124,770円 124,770円 59,410円 44,310円

3月 225,260円 130,630円 130,630円 65,270円 50,170円


